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■論　文

イタリアの付属労働 
（lavoro accessorio）制度の 
創設と廃止，そして後続制度 
―ケア労働への利用に着目して

宮崎　理枝

　はじめに
1 　付属労働制度の創設背景―労働・社会保障制度改革と取り残されたケア政策
2 　付属労働制度の創設とその変容（2003-2016 年）
3 　付属労働制度の廃止と後続制度―「家族手帳」と「臨時労働契約」の導入
4 　付属労働とケア労働
　おわりに―付属労働制度の廃止が意味するものとは？

　はじめに

　イタリアの付属労働（lavoro accessorio）制度は 2003 年に導入された。それは名称通りあくま
で付属的，臨時的な労働であり，最大の特徴はバウチャー（クーポン）を通じて労働報酬と社会保
険料等が支払われる点にあった。制度創設当初はあくまで社会的排除と無申告（闇）労働に抗する
政策の一環といった位置づけにあり，適用対象も極めて限定的であった。しかし 2015 年には約
140 万人が付属労働に従事し，これは労働者全体の 5.4％（Anastasia, Bombelli, & Maschio, 2016: 
38），被用者（lavoratore subordinato）の 10％近くに相当するまでとなった（UIL, 2016: 6）。そし
て，急速な普及拡大の途上にあった 2017 年 3 月，この付属労働は労働組合からの強い反対を背景
に廃止されることとなった。
　実際，イタリアの家事労働領域では，2016 年 3 月に労働組合のみならず使用者団体からも，こ
の付属労働制度に対して次のような批判的な見解が示されていた。第 1 に，付属労働制度によっ
て，いわゆる使用者と労働者の間に法的拘束力のある雇用契約義務がなくなり，各種の公的給付の
受給権をもたず，かつ家事労働協約に詳細に定められた当該労働の基本的な権利を一切伴わない労
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働が生じること。第 2 に，それがこれまでの長年の政労使の協調による全国労働協約（1）の軽視や，
労働者の権利侵害につながりかねないことである（2）。
　今日のイタリアは，先進国中高齢化率が最も高い日本に次ぐ超高齢社会であり，家族に次ぐ主介
護者となっているのは，個人家庭に直接雇用される家事労働領域の労働者である。その大半は外国
人であり，入国時に介護技能や職歴等が審査，評価されることもなく，短期的で循環的（circulated）
な就労と滞在を主とする入国管理政策下に置かれている（Triandafyllidou & Marchetti, 2013; 
Miyazaki, 2019）。また，家事労働領域の無申告労働比率は，1990 年代初頭から 2000 年代にかけて
全体の 7 割以上を占め続け（Sarti, 2004），2014 年には 55% 程度と推計されている（Censis-
Assindatcolf, 2015）。従って家事労働領域は，付属労働制度の無申告労働対策という目的に合致す
るだけでなく，個人家庭の家事やケアニーズに対応するために付属的，臨時的な性質が強いという
点においてもまた，付属労働制度とは親和性が高いといえるだろう。
　実際，特に 2000 年代末からは，スマートフォンとそのアプリケーションの普及や発達に伴い，
オンデマンド，シェアリング，そしてクラウドワークと称されるギグエコノミーが急速に普及，拡
大している。こうした経済活動はまさにより臨時的，付属的な労働需要によって形成されており，
なかでも家事やケア領域の従事者は世界で 660 万人以上いるとされ，クラウドワークに次ぐ二大領
域となっている。またこうした新たな経済活動については，1990 年代以降先進国が導入，拡大し
てきた多様な非典型雇用形態との親和性の高さが指摘され，新たな労働者保護制度の整備も重要な
課題となっている（De Stefano, 2015）。日本でも，第四次産業革命と称される情報通信技術革新に
よって雇用契約を介さない「雇用類似の働き方」が急増し，2017 年から労働保護の観点で政策的
検討が行われている（JILPT, 2019）。
　イタリアの付属労働制度については，制度廃止をめぐる時事記事を中心に，断片的，部分的には
多岐にわたり言及されてきたが，当該制度の改革と運用実態を主題とした実証的分析や考察は限定
的である。De Angelis & Marrone（2017）によるバウチャーの国際比較，法学的，統計的な分析
を含む総合的な考察，Anastasia, Bombelli, ＆ Maschio（2016）による職種や就労形態の移動に関
する統計的な分析，そして付属労働制度と後続制度の利用状況に関する Centra, Filippi, Marocco, 
Quaranta, & Sacchi（2018）の分析が主要なものであり，この他統計報告資料としてイタリア労
働・社会政策省と三大労組の UIL から出されたものがある。これ以外は農業など特定領域に関す
るものや，主要な立法の解説や解釈において含まれる付属労働関連の言及に留まる。日本国内にお
いても，実質的に JILPT のホームページの「海外労働情報」において，同制度の試験措置の始動

（1）　イタリアの家事労働分野の労働者保護については，1930 年代のファシズム時代に法律において家事労働者つい
ての言及があったほか，1950 年代初頭の民法においても家事労働者の権利に部分的ではあるが言及された（2016
年 3 月 CGIL 家事労働者部門担当者の談）。特に 1958 年には「家事労働者保護法」法律 339 号が制定され，1974
年には最初の家事労働領域の全国労働協約を有することとなった。また現行の政労使による家事労働協約では，清
掃や調理等の狭義の家事に加えて，要介護者のケアから厩番や庭師までを含む非常に広範な労働内容を区分しつつ
もそれらを包括している（小谷，2016）。またイタリアは，2012 年に ILO の家事労働者条約 189 号条約（2011 年）
をヨーロッパ諸国として初めて批准している。

（2）　特に強くこうした見解を示したのは，家事使用者団体の ASSINDAT-COLF とイタリア三大労組の UIL であっ
た。ヒアリングはイタリア，ローマにおいて 2016 年 3 月 20 ～ 28 日に実施した。
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と当時の制度概要について言及されるに留まっている（JILPT, 2005）。またこうした上記の先行文
献では統計資料が限定的なこともあり，ケア労働と付属労働の関係に着目されてこなかった。
　以上を踏まえ，本稿は次の 2 点を目的とする。第 1 に，付属労働制度の創設から廃止までの制度
概要とその変容を整理し，さらに付属労働の後続制度の概要を概観する。第 2 に，ケア労働に付属
労働が与えるインパクトを探る。

1　付属労働制度の創設背景―労働・社会保障制度改革と取り残されたケア政策

　イタリアでは永らく労働市場の硬直性の解消が政策課題となっており（Madama, 2010），典型労
働者に対する強力な雇用保護が労働市場の硬直性を強め，高失業と低就業，さらに高比率の無申告
労働の要因になっていると指摘されてきた（Ministry of Economy and Finance, 2015; Schneider, 
2013; Jin, Fukahori, & Morgavi, 2016）。そして 1990 年代以降，とりわけ 2000 年代のイタリアでは
労働市場改革と社会保障改革が展開された。
　その労働市場改革では雇用の弾力化・柔軟化が進められた。1997 年の通称トレウ・パック

（Pacchetto Treu）（1997 年 6 月 24 日法律 196 号）は，いわゆる派遣労働を解禁し，見習い，パー
トタイム，有期労働契約について新たな枠組みを導入し，その後 2001 年には有期雇用契約の適用
範囲が拡大された。2003 年の通称ビアジ法（2003 年 9 月 10 日委任立法 276 号）は，それまでの労
働法制の基本原理を根本的に転換させるインパクトをもつ労働市場改革法であり，透明性と効率性
の向上を目的に，労働力需要のマッチングを官主導から官民競合へと移行させた（大内，2005）。
また雇用形態については，人材リース（staff leasing）の導入により一定の業種について期間の定
めのない労働者派遣契約を可能にしたほか，就業率の向上を目指してパートタイム，その他の非典
型労働の雇用契約の普及のための制度改革を行い，実に 41 種類の非典型労働形態が導入された

（Betti, 2016: 73）（3）。
　その後，2012 年のモンティ・フォルネーロ改革（2012 年 6 月 28 日法律 92 号）では，労働者憲
章法と呼ばれた 1970 年の法律 300 号 18 条の改正によって解雇規制が緩和された。さらに同法 18
条の不当解雇への救済と規制については，2014 年 12 月 10 日法律 183 号を中心とする通称ジョブ
ズ・アクト（Jobs Act）によって，不当な事由で解雇された労働者に対する補償は金銭的補償のみ
となり，原職復帰の原則は廃止されることとなった。これは労働者憲章法 18 条の不当解雇への労
働者への救済措置の全廃とみなされた（Fana, Guarascio, & Cirillo, 2016: 82）。
　また社会保障改革で最大の課題となったのは年金改革であり，1992 年のアマート改革，1995 年
のディーニ改革を経て，2011 年にはフォルネーロ改革が実施された。このフォルネーロ改革では，
性別や職域，就業形態ごとに格差のあった年金支給開始年齢について，すべての被用者（含公務
員）と自営業者について 2018 年から一律 66 歳に，さらに 2021 年以降は 67 歳以降への引き上げが
決定された（中益，2012）。
　このように労働市場改革と年金改革が大々的に進められたのに対して，急速な高齢化に伴い

（3）　労働組合 CGIL によれば 2012 年の改革によって，全雇用形態は 46 種類に及んだ（Sergi, Giannelli, & Cefalo, 
2013）。
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1990 年代末から重要な政策課題となっていたにもかかわらず，介護制度改革は進展しなかった。
今日でもなおイタリアには全国レベルの公的介護制度が不在であり，地方レベルでは公的なケア
サービス制度があるとはいえ，その供給水準の地域差は大きく，また他のヨーロッパ主要国と比較
するとケアの現物サービスや入所型施設の比重が低く，現金給付の比重が高い。
　その結果，家族に次ぐ重要な介護供給主体となっているのは，各家庭によって直接雇用される市
場の家事労働者である。現在，こうした家事労働者は申告労働者だけで 88.2 万人，その 8 割程度
は外国人である（2011 年）（Castagnone, Salis, & Premazzi, 2013）。こうした 2000 年代後半以降の
イタリアのケアモデルは，「家族モデル」から「移民のいる家族モデル」（Bettio, Simonazzi, & 
Villa, 2006）に移行していると指摘され，さらに高齢者介護領域については，家族のみがケア供給
源となる「デフォルトの家族主義」から，現金給付や移民家事労働者を通じた介護供給により「潜
在的に支援された家族主義」へと移行したと指摘された（Saraceno & Keck, 2010）。
　上記の 2 つのケアモデル研究ではいずれも，イタリアの移民ケア労働者の非正規滞在や無申告

（闇）労働の比率の高さが指摘された。実際，外国人家事労働者のうち，ケア労働に従事する者に
ついては，調査による推計から，外国人家事労働者のうち 67% は労働契約をもたない無申告労働
者で，そのうち 43％は滞在状態が非正規であり，また残りの 33％の正規（申告）労働者にあって
も，労使双方の税や保険料の負担を縮小するために労働時間や労働内容が過少申告されたり，休暇
等の権利が遵守されない等の問題があることが明らかにされてきた（Pasquinelli & Rusmini, 
2008）。従って，少なくとも創設当初における付属労働制度の主旨は，イタリアで家事労働や介護
労働を担う人々をとりまく諸問題への対応策として，有効性の高いものであったといえるだろう。

2　付属労働制度の創設とその変容（2003-2016 年）

（1）　制度創設と適用範囲の拡大
　では，付属労働（lavoro accessorio）制度は，制度創設当初から今日までいかに変容してきたの
か？
　付属労働制度は，労働バウチャー（buono lavoro）として，2003 年 9 月 10 日委任立法 276 号

（通称ビアジ法）の 70-74 条において導入された。その目的は無申告（闇）労働の顕在化と適正化，
そして特に不利な状況にある者の就労と社会的包摂を促進することにあった。付属労働者となりう
る主体は，長期失業者，専業主婦，学生，年金生活者，障碍者，快復コミュニティー（comunità 
di recupero）（4）で生活する者，6 ヶ月以上失業している EU 域外国民に限定された。また，付属労
働の適用可能な活動範囲として，小規模の臨時的な性質の家事労働（病人，障碍者，高齢者，子ど
もの家内援助を含む），個人的な補助教育，小規模の庭仕事，清掃，建物やモニュメントの維持，

（4）　薬物やアルコール等の依存症患者が，医療施設など閉鎖的な空間で入院治療を受けるのではなく，本人の社会
関係を重視し，家族，友人，支持者，そして快復プログラムを実行する専門家などと関わりながら，地域コミュニ
ティーを基盤に，長期的な視点で依存症からの快復を目指す共同体のこと（Valentine, White, & Taylor, 2007）。

「治療共同体（terapeutic comunity）」は「快復コミュニティー（communità di recupero（伊），recovery community
（英）」に極めて近い語句と考えられるが，ここでは原語の直訳である「快復コミュニティー」を訳語とする。
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社会，スポーツ，文化，慈善的な活動，公共団体との協働と連帯，天災等の緊急，連帯的な労働に
限定された（MLPS, 2016）。また付属労働の発注者（5）は営利団体・企業以外で，あるいは営利企業
においては上記の営利活動外の活動内容でなければならなかった。そして付属労働には，その「付
属」的な性質ゆえに，労使間で労働契約を締結する義務がなかった（Sagulo, 2015）。
　制度創設から 2 年後，2005 年 5 月 14 日法律 80 号では，付属労働の発注者の適用範囲が拡大さ
れ，新たにサービスセクターの家族企業（6）への適用が可能となり，一般的な付属労働者の年間報酬
額の上限は 5,000 ユーロ，家族企業における付属労働者では 10,000 ユーロが上限となった（MLPS, 
2016: 2）。
　2008 年 3 月 12 日労働・社会政策省通達では，付属労働の目的は労働市場に参入できず社会的排
除のリスクにある者に対する雇用と収入機会の提供にあり，純粋に臨時的な性質を有し，また無申
告（闇）労働に抗するためのもので，かつ最小限の社会保障と労働保護を保障するものとされた。
またこの通達をもってバウチャー使用が同年 8 月から開始された。活動の対価はバウチャーで支払
われ，先に定められた通り年間 5,000 ユーロを上限とした（Anastasia, Bombelli, & Maschio, 2016: 
3-4）。
　また，2008 年の全国社会保障公社（Istituto Nazionale della Previdenza Sociale，これ以降 INPS
とする）通達 94 号では，1 バウチャーの総価値が 10 ユーロで，このうち報酬は 7.5 ユーロ，年金
保険料 1.3 ユーロ，労災保険料 0.7 ユーロ，手数料等 0.5 ユーロと設定された。バウチャーの入手
方法は，INPS の地方支部でのチケットのような紙媒体か，同公社のホームページからの電子媒体
での購入となること，また付属労働者は疾病手当，出産手当，失業手当，家族手当の受給対象外で
あること等が明記された（Anastasia, Bombelli, & Maschio, 2016:3-4; Lamberti 2013: 191）。2008
年 8 月 6 日法律 133 号では，25 歳未満の学生と年金生活者以外の主体の農業分野での収穫などの
臨時的な季節労働への従事，さらに家事労働への従事が可能となった。2008 年の INPS 通達 104
号，2009 年の同通達 44 号および 76 号では，付属労働の具体的な活動領域が列挙され，商業，観
光，サービス領域に加えて，スポーツ，文化，見本市，慈善イベント，あるいは緊急の労働，連帯
的労働，庭仕事，清掃，建物，道路，公園，モニュメント管理，配達作業，新聞・雑誌等の販売と
され，家事労働の領域も明記された。ただ家事労働の場合は「家族のための，臨時的，付属的な性
質の活動」に限定され，社会保障と社会的援助の保護の下にあるものは対象外とされた（Anastasia, 
Bombelli, & Maschio, 2016: 4-5）。
　2009 年 4 月 5 日法律 33 号では，基本的に 25 歳未満の学生と年金受給者はあらゆる職種への従
事が可能となった。さらに同年 12 月 23 日法律 91 号では，パートタイム労働者による付属労働へ

（5）　一般的に「発注者（committente）」とは “datore di lavoro”（直訳すると労働の提供（贈与）者）と同義で，本
来「使用者」や「雇用者」といった訳出になる。「労働提供者」は日本語では労使のいずれかがわかりにくく，特
に付属労働の場合は厳密には法律に基づく労使関係と全国労働協約に準じた雇用契約締結義務が成立しないという
観点から，本稿では念のため「使用者」ではなく「発注者」とする。また発注者といっても当然，個人だけでな
く，公，私，非営利法人を含む。

（6）　家族企業（impresa familiare）とは，配偶者，3 親等内の直系親族，2 親等内の姻族によって構成される企業の
こと。家族法の改革に伴い，民法（改定）230 条の家族企業の項目で規定されたものであるが，新たな企業形態と
いうわけでなく，あくまである種の家族の搾取形態を廃止することを目的としたものである（Armani, 2001）。
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の従事が可能となった。加えて，造園，道路，公園，モニュメントの清掃 ･ 整備については地方自
治体が発注者となることが可能となった（Anastasia, Bombelli, & Maschio, 2016: 5）。
　2010 年には，付属労働制度を規定外の方法で利用した場合，これを無申告（闇）労働とみなし
て処罰対象とした（労働・社会政策省通達 38 号）（Sagulo, 2015: 214）。また，バウチャーの入手先
として，新たに街中に多く点在するタバコ販売店（タバッカイオ（tabaccaio），タバッケリア

（tabacccheria）等と呼ばれる）が追加され，さらにその後 2011 年にはイタリア最大の協同組合銀
行であるポポラーレ銀行（Banca Popolare），2012 年には全国の郵便局においても入手可能となっ
た（Anastasia, Bombelli, & Maschio, 2016: 5）。

（2）　臨時的，例外的な性質の消滅―2012年「モンティ・フォルネーロ労働市場改革」以降

　2012 年 6 月 28 日法律 92 号，通称モンティ・フォルネーロ（Monti-Fornero）改革法では，大々
的な労働市場改革が行われた。このうち付属労働に関しては，労働関係をすでに有する労働者に対
して使用者が，それを解消して付属労働を利用することは禁じられたものの，従来の発注者，付属
労働者，適用方法の制限は原則として撤廃された。ただ，いくつかの業種では例外的な制限が設け
られ，農業分野では年商 7,000 ユーロ以上の農業企業体によるバウチャー利用は，特定の主体（年
金受給者，25 歳未満の若年層）と特定の季節労働（オリーブ収穫，収穫等）に制限された。しか
し年商 7,000 ユーロ未満の農業企業体では，前年までに農業労働者の登録を行っていない者を除い
て，あらゆる主体によるあらゆるタイプの農業労働（季節・非季節）が可能となった。
　また同改革法では，付属労働者 1 人当たりのバウチャーの年間受領額の上限について，一般的に
は総額 5,000 ユーロ，発注者が専門職業家（7）などの場合は発注者 1 人につき 2,000 ユーロとされ

（MLPS, 2016: 2），また例外はあるものの原則として付属労働者の労働 1 時間は 1 バウチャー（総
額 10 ユーロのうち 7.5 ユーロ）に相当するとされた。さらに，EU 域外国民の滞在許可の発行と更
新に必要な所得証明における臨時的な報酬に関する算定条件が示され，付属労働による報酬がこれ
に含まれることとなった。EU 域外国民の滞在条件となる最低所得金額は社会手当の支給額と同額
で，2015 年以前は付属労働のバウチャーの年間受領上限額が，年間の社会手当の支給額を下回っ
ていた。しかしその引き上げに伴って，2015 年以降は付属労働の年間受領上限額のみで滞在許可
の更新と発行に必要な最低収入額を満たすこととなった（Sagulo, 2015: 212; Licari, 2016）。
　翌年，2013 年 6 月 28 日委任立法 76 号（同年 8 月 9 日法律 99 号により改正）では，従前関連立
法での付属労働に対する「純粋に臨時的な “meramente occasionale”（性質）」という文言が削除
された（Licari, 2016: 44）。さらに同年，発注者によるバウチャーの規定上限額の超過やその他の
虚偽の申告に対しては，民事と行政的処罰が適用されるほか，当該発注者と付属労働者の関係が一
般的な労働関係へと転換されることとなった（Sagulo, 2015: 215）。
　2014 年に発足したレンツィ政権下では，前述の通り，2014 年 12 月 10 日法律 183 号を筆頭に，

（7）　日本では概ね，国家資格等の取得を条件として名称独占および業務独占の職業を専門職と称することが多い。
これに対してイタリアにおける専門職業家（professionista）とは，概ね自営労働として専門的職業活動を行う者
とされる。また企業家とは，財あるいはサービスの生産あるいは交換を目的に経済活動を専門的に実施する者（民
法 2082 条）とされる。
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2015 年 6 月 15 日の委任立法 81 号等の関連立法群を通称ジョブズ・アクト（Jobs Act）と称して
労働市場改革が実施された。その最大の争点は解雇法制の改正であったが，付属労働制度に関して
も主として 2 つの変更点があった。まず年間 7,000 ユーロ（ただし専門職業家等の発注者は 1 人に
つき 2,000 ユーロ）への年間受領上限額の引き上げ，次に作業やサービスのいわゆる請負

（esecuzione di appalti）による付属労働利用の禁止である（Fana, Guarascio, & Cirillo, 2016; 
Sagulo, 2015）。また同年，電子媒体でのバウチャー使用の際には事前申告 ･ 連絡といういわゆるト
レーサビリティー（追跡可能性：tracciabilità）が義務化され，ジョブズ・アクトの改正法（2016
年 9 月 24 日委任立法 185 号，10 月 8 日より実施）では，従来から無申告（闇）労働の隠蔽を許容
しかねないと指摘されていた申告方法が変更された。また 2016 年の労働監督署の 1 号通達では，
すべての付属労働の発注者に対して電子媒体での利用開始報告を義務化した（Di Rosa, 2016）。

（3）　社会的排除のリスクに瀕する一部の者から無業者も含む全市民へ
　2003 年の制度創設当初の付属労働は，社会的排除の高リスク者の社会復帰や社会参加，就労促
進，そして当該主体が概して陥りやすい闇（無申告）労働の顕在化を目的としたものであり，そこ
に最低限の年金保障と労災補償を伴った制度であった。つまり当初の付属労働制度は労働政策とい
うより，福祉政策により近似していたといえるだろう。しかしその後の継続的な制度改正によっ
て，付属労働の発注者と労働の提供者の双方の適用範囲は拡大し，バウチャーの入手方法も多様化
かつ簡素化された。加えて，付属労働者が受領可能なバウチャーの年間上限額は一般的に 7,000
ユーロまで引き上げられた。この受領上限額の引き上げはバウチャーによる総労働時間の上限の引
き上げを意味し，すなわち制度創設当初の付属労働の「付属」的，あるいは「臨時的な」性質が著
しく縮小することとなった。特に 2012 年の改革によって，制度創設当初の「特に不利な立場にあ
る者」の就労と社会包摂を主目的とする性質は，ほぼ完全に消失した。
　そしてこれ以降，付属労働の対象は一部の失業者や無業者だけでなく，一般労働者にも拡大して
いった。またそれとは対照的に，付属労働者に対する労働権や社会権の保障として，出産や疾病，
失業，家族，母子への諸手当は適用されないまま（Lamberti, 2013: 191），基本的に年金と労災の
受給権のみに留まった。従って，付属労働者にとっての当該労働の利点とインセンティブは，バウ
チャーによる報酬が非課税である点，失業関連の公的給付の受給者が，受給権を維持したまま従事
可能である点，そして労災の適用等がある点では無申告（闇）労働よりはよいという程度に限られた。
　これに対して，発注者側にとっては，業務の繁閑により細やかに対応可能な文字通り臨時的な労
働力の調達が可能となる点，加えて節税や社会保障費負担の縮小も可能となる点，さらに労働契約
を必ずしも必要としないことから職業別の全国労働協約内容を遵守する必要がないという点でもま
た，その負担の軽減が顕著であった。こうしたことから，労働組合など労働者側からは当然付属労
働については批判的な見解が強かった（UIL, 2016; Fana, Guarascio, & Cirillo, 2016）。また，労働
契約締結の義務がないことで，そこで本来保障されていた労働者としての権利が制限される点につ
いては，国家が市民の社会的尊厳と平等を保障し，労働者に対する「経済的および社会的秩序への
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障害を除去する」責務があるとした憲法 3 条や，労働の保護を謳った 38 条（8）と相容れないと指摘
された（De Angelis & Marrone, 2017: 19-20; イタリア共和国上院国際部，2018）。

3　付属労働制度の廃止と後続制度―「家族手帳」と「臨時労働契約」の導入

　2017 年の 3 月，暫定措置令（decreto legge）25 号をもって，付属労働の廃止が決定された。す
なわち，唯一バウチャーを通じた労働形態は，同年 12 月末日をもって廃止されることとなった。
これは 2008 年 8 月に，短期且つ不定期の収穫労働に対してバウチャーが実験的に導入されてから
8 年 8 ヶ月後のことで，2010 年代以降バウチャー利用が爆発的な増加をみせ，イタリアの多岐にわ
たる短期的な有期労働形態のなかでも注目され始めていた矢先のことであった（Padaci, Raspanti, 
& Burroni, 2017）。さらに 2016 年 10 月には，付属労働の発注者に対して，当該労働が開始される
日時以前に所轄の労働監督署に当該労働の開始と終了日時と就労場所について申告するトレーサビ
リティーが義務化されてわずか半年後のことであった（Centra et al., 2018）。
　付属労働制度の廃止は，むしろこの爆発的な増加によってもたらされたといえる。2008-2016 年
の間に付属労働者が 70 倍以上に増加し，付属労働制度がもはや例外的な労働の形態とはいえなく
なってきたことで，改めて専門家や世論の批判が高まった。当時の INPS のトップ，経済学者のボ
エリ（T. Boeri）は付属労働を「プレカリアート（9）（雇用形態や収入等において脆弱で不安定な境
遇にある者）の新たなフロンティア」と称し（Marra & Turcio, 2016），イタリア最大の労働組合
CGIL は，付属労働制度廃止の是非を問う国民投票を提案した。しかし実際にはこの国民投票は実
施されないままに付属労働制度は廃止となった。これは，その実施による政治的混乱を回避するた
めの，イタリア政府による政治的決断であったというのが実情であった（Mazzon, 2017; Pedaci, 
Raspanti, & Burroni, 2017; OECD, 2018）。
　また，付属労働の廃止の翌月には，後続の制度となる新しい臨時労働（lavoro occasionale）に
関する暫定措置令が出された（2017 年 4 月 24 日暫定措置令 50 号，同年 6 月 21 日法律 96 号より
改正）。そこでは，基本的に前制度の骨格は残存し，バウチャーも踏襲されたが，単一の制度で
あった付属労働は 2 つのタイプに分割されることとなった。それが，「家族手帳（Libretto 
Famiglia）」と「臨時労働契約（Contratto Prestazione Occasionale）」である。
　このうち「家族手帳」では，いわゆる発注者となるのは専門職業家や企業以外の個人に限定さ
れ，労働内容は小規模な家事労働や子どものケア，そして病気や障碍を有する高齢者・障碍者のケ

（8）　イタリア共和国憲法は，3 条 2 項で，「市民の自由，平等を事実上制限し，人間の完全な形成およびすべての労
働者の政治的，経済的，社会的組織への実質的参画を阻止する経済的および社会的秩序への障害を除去すること
は，共和国の務めである。」とする。また 38 条は，1 項「労働不能且つ生活手段に欠如する市民は，社会的扶養，
社会的支援を受ける権利を持つ」。2 項「労働者は，労災，疾病，障害，老齢，不本意な失業の場合，生計確保に
適正な手段が規定，保障される権利を持つ」とされる。特にこの 38 条に対して，付属労働制度は年金と労災のみ
を適用対象とする点や，実際にこれら 2 つの制度では「生計確保」は不能である点は付属労働制度が憲法に相容れ
ないという指摘の根拠となる。

（9）　プレカリアートは本来，precario（不安定な，脆弱な）という形容詞と，proletariato（プロレタリアート＝無
産・労働者階級）を合わせた造語である。
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ア，そして個人教授等に限定される。これに対して「臨時労働契約」では，基本的には家族手帳の
該当者以外の者を対象とし，具体的には一般企業，専門職業家，その他の自営業者，さらにアソシ
エーションや財団，私法人，公共団体等も該当者となるが，企業で 5 人以上の無期雇用の被用者を
擁する場合は原則として対象外となった。また対象業種も，建設業と鉱業を除く業種となった。
　2019 年の第 1 四半期の月平均利用者数は，「臨時労働契約」では 1.9 万人で，月平均の総報酬額
は 250 ユーロ，また「家族手帳」では 1 万人で，280 ユーロであった（ISTAT, 2019: 10）。制度施
行開始からの期間が短く，今後の動向の継続的観察が必要となるものの，これら付属労働の後続の
2 制度の利用は，2017 年 7 月～ 2018 年 2 月の 8 ヶ月間で月平均の総労働時間が 30 万時間であっ
た。これに対して従前の付属労働では，2016 年 7 月から 2017 年 2 月までの同じく 8 ヶ月間で 1,100
万時間であり，単純にみれば付属労働による総労働時間は後続制度のそれの 36.7 倍に及んだ。す
なわち，後続制度の「家族手帳」と「臨時労働契約」の利用規模は，少なくとも現状では従前の付
属労働制度に比して大幅に縮小したといえる（Centra et al., 2018）。
　このように，現状で後続制度の利用規模が大幅に縮小した要因として，従前の付属労働制度と比
較して，1）街中のタバコ販売店での購入方法を廃止したこと，2）発注者を 5 人以下の被用者を擁
する者にのみ限定したこと，また 3）発注者に対する年間利用上限総額を 5,000 ユーロに設定した
こと，を挙げることができる（Anastasia & Bombelli, 2017）。このうち 1）のタバコ販売店でのバ
ウチャーの入手方法は，従前の付属労働制度で 5 つの入手方法のうち全体の 68％を占めていた

（2015 年）（Anastasia, Bombelli, & Maschio, 2016: 8）。
　上記 3 点のインパクトによって付属労働制度の後続制度におけるバウチャー利用が大きく減少す
ることで，結果としては，従前の付属労働者が個人事業主となったり，あるいは無申告（闇）労働
の従事者となってしまい，付属労働制度よりも一層脆弱な労働者保護の下に置かれるリスクが指摘
されている（Centra et al., 2018）。また，そもそも付属労働制度については従来から，その制度目
的とされる無申告労働の顕在化を必ずしも促さないという指摘もあり（UIL, 2016），実際，付属労
働者 1 人当たりの利用バウチャー数は，無申告労働比率が低い北部州群において高く，これが高い
南部州群において低い傾向があることも判明している（Anastasia, Bombelli, & Maschio, 2016: 16）。
　ちなみに，付属労働制度の廃止とその後続制度については次のような見解が示された。前述の
INPS のトップであったボエリは，付属労働制度における活動領域の過度の拡大と違反事例が問題
であったとしつつも，制度全廃は企業と家族に悪影響を与えかねないとして，後続制度はバウ
チャー購入が INPS に一本化され，完全なトレーサビリティーを備えたことを評価し，それが従前
制度とは大きく異なるとした（La Repubblica, 2017a）。また三大労組の 1 つ CISL では，農，製造，
建設業界でのバウチャー廃止を求める一方，家庭における利用存続には好意的であり，これとほぼ
同様の見解は民主党（Partito Democratico）でも示された。
　これに対して産業界では概ね反対意見が主流であった。イタリア工業連盟（Confindustria）では
総労働時間の 0.19％を占めるにすぎない付属労働制度の廃止を「センセーショナルな過ち」とし，
違反への取り締まりを強化した制度存続の方が好ましく，またその存廃はせめても国民投票を実施
して議論されるべきだったとした。またイタリア商業連盟（Confimprese）は，付属労働はここ数
年の景気の危機的な状況下で多くの家庭における収入増加に寄与しており，労働組合が主張するよ
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うにそれが「プレカリアートへの階段の最後の一段だというなら，その廃止は闇（労働）への回帰
となるだろう」と警鐘を鳴らした（La Repubblica, 2017b）。
　経済学者の Del Boca & Mundo（2017: 69-74）らもまた，付属労働制度の廃止とこれを主導し
た労働組合の CGIL を強く批判した。その批判は次の 2 点に向けられた。第 1 に，INPS やイタリ
ア統計局のデータから今日のイタリアでは 5 人に 1 人がダブルワーカーで，往々にしてその副職が
闇（無申告）労働となっており，すなわち無申告労働対策が十分に機能していない現状が明らかに
なっている。それにもかかわらず，無申告労働対策としての付属労働制度の効果やコストに関する
実証的な分析がなんら実施されないまま，当該制度の利用が急激に拡大するなかで廃止された点。
また第 2 に，第 1 の点では付属労働制度は労働者保護の一端を担う可能性があったにもかかわら
ず，（本来労働保護を行うべき）労働組合（CGIL）が，「商品を売るかのように労働関係に対する
尊厳を剝奪する」といった「聞かなくなって久しいターミノロジーを掲げて」当該制度廃止を政治
的に主導した点である（10）。

4　付属労働とケア労働

（1）　付属労働の実態概要
　前述の通り，付属労働制度の全国レベルの統計的な情報源はほぼ 3 点，すなわち，最も詳細な
Anastasia, Bombelli, & Maschio（2016），10 ページ程度の労働・社会政策省（MLPS, 2016），そし
て 20 ページ程度の三大労組の 1 つ UIL（2016）の統計データの報告書に限られる。また後続制度
の実態は，Anastasia & Bombelli（2017）が取り上げたが，2017 年 9 月末時点の後続制度施行後間
もない分析であり，限定的であった。
　2015 年のバウチャーの業種別販売数をみると，本来の各業種規模の違いや上記 3 点の報告書の
違いに留意する必要はあるが，総じて付属労働の規模が大きい業界といえるのが「レストラン・ホ
テル」といった観光・飲食業であり，次いで小売業や製造業であった（Anastasia, Bombelli, & 
Maschio, 2016）。また UIL と労働・社会政策省の報告書でも数値や業種分類が若干異なるものの，
いずれも小売業と観光業が最大規模となった（MLPS, 2016; UIL, 2016）（次頁表 1）。
　2008 年から 2015 年までの間の付属労働の利用は，いずれの属性においても大幅に増加した。こ
の間，付属労働の発注者数は 9.7 千人から 47.2 万人へと 48.6 倍に，付属労働者数は 2.4 万人から
138 万人へと 57.5 倍に，バウチャー数は 48 万から約 8800 万へと 183.2 倍に激増した。また，付属
労働者総数に占める女性比率は 21.5％から 51.5％へ，EU 域外国民の比率は 0.7％から 8.6％へ，さ
らにバウチャーの年間平均受領額は受領者 1 人当たり 187 ユーロから 633 ユーロに 3.4 倍増加した

（次々頁表 2）。

（10）　Del Boca & Mundo（2017）はイタリアの現行の社会政策に対する批判的な著書である。その序文を担当した
イタリア社会政策研究の第一人者である Maurizio Ferrera は，イタリアにおける政治的議論の悪習として，実証
的経験を踏まえていかに問題を解決するかよりも，容易なスケープゴートを見つけようとする傾向があり，このこ
とは特に労働市場と社会保障についての議論の際に見られると述べた（Del Boca & Mundo, 2017: ix）。付属労働制
度の廃止をめぐる一連の経緯はまさにその象徴的事例といえるのではないだろうか。
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表1　2015年の業種別バウチャー ･発注者 ･付属労働者総数と比率

発注者の業種
総数 比率

発注者数 労働者数
バウチャー

数
労働者

／発注者
バウチャー
／労働者

バウチャー
／発注者

1 　第一次産業（農林水産） 16,341 49,771 1,585,902 3.0 32 97

2 　第二，三次産業の民間企業

　鉱業 188 436 40,246 2.3 92 214

　製造業 41,386 138,395 10,798,721 3.3 78 261

　エネルギー，ガス，水道 124 325 32,789 2.6 101 264

　建設 13,813 32,187 2,153,756 2.3 67 156

　小売 53,335 165,682 11,248,768 3.1 68 211

　レストラン ･ ホテル 75,243 579,887 23,441,169 7.7 40 312

　交通 ･ 通信 7,256 29,552 2,013,785 4.1 68 278

　金融 1,635 3,101 302,284 1.9 97 185

　企業サービス ･ 情報処理 20,422 104,540 6,740,426 5.1 64 330

　教育 3,397 15,619 1,247,980 4.6 80 367

　保健 ･ 社会援助
　Sanità e assistenza sociale

7,990
（1.6%）

30,535
（1.8%）

2,732,195
（3.1%）

3.8 89 342

　上記外社会 ･ 個人サービス
　Altri servizi sociali e personali

7,872
（1.7%）

70,515
（4.0%）

3,863,294
（4.4%）

9.0 55 491

　家族へのサービス
　Servizi alle famiglie

13,795
（2.9%）

35,917
（2.1%）

1,820,903
（2.1%）

2.6 51 132

3  　その他第二，三次産業の被用
者なし手工業・小売業者

64,941 153,423 4,819,516 2.4 31 74

4 　その他

　うち，法人 74,278 192,563 10,115,029 2.6 53 136

　個人（家事労働）（i）

　Persone fisiche
70,731

（15.0%）
128,334
（7.4%）

5,025,038
（5.7%）

1.8 39 71

合　計 472,747 1,730,782 87,981,801 3.7 51 186

　出 所：Anastasia et al.（2016）p.37. ただしケア労働（保健・社会援助，上記外社会・個人サービス，家族へのサー
ビス，個人）項目の網掛けと当該領域の比率の算定，追加は筆者による。

　　（i）「個人（persone fisiche）」は必ずしも家事労働を意味しないが，本表には家事労働の項目が不在であり，「家
族へのサービス」は民間企業に該当するため個人家庭を雇用主とする家事労働領域とは異なる。「家事労働」
領域を含む UIL（2016）p.12 における領域別のバウチャー数表の 2015 年推計値と比較すると，「個人（persone 
fisiche）」の値が近いため，概ね個人（家庭）が使用者となる家事労働に相当すると推測した。
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　とはいえ，このバウチャーの年間平均受領額は制度上限の 7,000 ユーロを大幅に下回っており，
実際 2015 年の年間受領額が 100 ユーロ未満の者は全体の 3 割弱，500 ユーロ以下の者は 64.8％に
及んだ。またこの年間受領総額の男女差は小さく，その差は 10 ユーロ未満の僅差であったとはい
え，2009 年と 2015 年には女性のそれが男性を上回っていた（MLPS，2016）。
　さらに，付属労働者の公的保障適用の有無を，1）年金受給者で保障有り，2）現役被用者もしく
は失業手当の受給者であり保障有り，3）前年までは就業もしくは社会保障の適用下にあったが当
該年度はなし，4）保障なし，の 4 項目に分類し 2010 年と 2015 年におけるこれらの構成比をみた

（表 2 参照）。その結果，就業し所得があるか，もしくは所得保障制度下にある前二者 1）と 2）と，
保障下にない後二者 3）と 4）の合計比率は両年でさほど変化がなかったものの，2010 年時には 1）
年金受給者と 2）現役被用者がほぼ同率の 3 割，4）保障なしの者が約 2 割であったが，2015 年に
なると 1）年金受給者の比率が大幅に減少し 1 割未満となった一方，これ以外の保障適用下にある
2）現役被用者らが 5 割を超え，3）前年までは保障下にあった者も 1 割程度増加した一方，それ以
外の 4）保障なしは 1 割弱減少した。
　以上の結果から，2008-2015 年の間に付属労働者は 140 万人弱に及び，急激に増加したなか，
2010 年以降は付属労働者が現役の就業者である比率が大きく高まった点，また付属労働制度が現
役世代の就業者の少額の副収入の稼得手段として用いられる傾向が明らかに強まった点，さらに長
期的に失業・無業状態で社会保障制度の所得保障下にない者の比率が減少した点，が明らかとなっ
た。

（2）　家事労働領域と付属労働
　2015 年の家事労働領域における付属労働のバウチャー販売数と，総販売件数に占める家事労働
領域での販売件数の比率は，UIL の報告書では約 570 万件で全体の 5.0％（UIL, 2016: 12），また労
働・社会政策省の報告書では 478 万件で全体の 4.2％とされた（MLPS，2016:7）。これに対して，

表2　付属労働制度の利用者属性の推移（2008-2015 年）

年 使用者数 労働者数 女性比
外国人
比（1）

バウチャー
数

平均
受領額

付属労働者の属性別比率（2）

年金
受給者

現役
被用者（3）

前年まで
保障有

保障
なし

2008
（2010）（2） 9,728 24,755 21.5％ 0.7％ 480,239 € 187 31% 32% 14% 22%

2015 472,747 1,380,030 51.5％ 8.6％ 87,981,801 € 633 8% 55% 23% 14%

　出所：Anastasia, Bombelli, & Maschio, 2016; MLPS, 2016.
　　（1）　外国人とは EU 域外国民を指す。
　　（2）　「付属労働者の属性別比率」については 2008 年ではなく 2010 年の比率。またそれぞれの年次の 4 項目の比率

の合計が 100％。
　　（3）　現役被用者には失業手当の受給者も含まれる。　
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Anastasia, Bombelli, & Maschio らによる表 1 では家事労働領域がなく，「個人」（11）領域の発注者の
1 割程度が「家事労働」であると類推されるに留まった（2016: 38）。しかしこの「個人」における
当該年のバウチャー販売件数は 502.5 万件であり，その 1 割の約 50 万件のみを家事労働領域の該
当件数と類推するのは前述の 2 つの報告書の数値を踏まえると，極端に過少であるようにもみえ
る。いずれにせよ，2 つの報告書ではいずれも，2015 年のバウチャーの販売総数からみて家事労働
領域は 5％程度を占めるにすぎず，主要な活動領域ではないことがわかる。
　しかしながら 2014-15 年の領域別バウチャー販売数でみると，UIL の報告書では家事労働領域
の当該件数は 182.6 万から 574.6 万へと，2015 年の対前年比で 314.7％になり，これは農業，商業，
造園 ･ 清掃，文化 ･ スポーツ催事，サービス，観光，その他の領域という他のすべての領域と比較
しても突出した増加率となった（UIL, 2016: 12）。また同様に労働・社会政策省の報告書において
も，2015 年の当該件数が 478.8 万件，前年比増加率が 165％で，未特定の活動領域を除いて最大の
増加率となった（MLPS, 2016: 7）。
　こうした家事領域での付属労働利用の急増の要因として次の 4 点が挙げられよう。第 1 に現在の
イタリアの家事労働者は，無申告労働が過半数以上を占めるため，付属労働制度の無申告労働の顕
在化という制度目的に合致する点（Castagnone, Salis, & Premazzi, 2013:21; Pasquinelli & Rusmini, 
2008）。第 2 に，付属労働は労使間で労働契約を締結する義務がなく，さらにその社会 ･ 労働保障

（補償）負担も最小限に留まり，これらは小規模な発注主体，とりわけ大部分が個人家庭である家
事労働の使用者の付属労働利用のインセンティブを特に高めるものである点。第 3 に，付属労働の
年間報酬額の上限設定もまた，企業とは異なり個人家庭での家事労働の規模は発注者 1 人当たりの
付属労働者数も少ない（1.8 人）ことから，特に影響がない点。さらに第 4 に，家事労働の発注者
は個人家庭の中高年女性層が多いとみられ，街中のタバコ販売店で可能となったバウチャー購入
は，彼女たちにとってより容易で手軽な方法となったと推察できる点である。

（3）　福祉・社会サービス領域と付属労働
　UIL（2016）と労働・社会政策省（MLPS）（2016）の報告書では，「家事労働」以外にケア労働
に関与する項目がなかった。これに対して，Anastasia, Bombelli, & Maschio（2016）においては，
2015 年に限定されるものの，ケア労働に該当する業種として，施設や社会的企業（営利企業）に
よる医療 ･ 福祉系のケアサービスを含む「保健・社会援助」と「それ以外の社会・個人サービス」，
そして（個人家庭の直接雇用以外の）企業による家事労働サービスに該当する「家族へのサービ
ス」の 3 種の項目が設けられていた。またこれらに従事した付属労働者は，合計すると約 13.7 万
で全体の 7.9％に及んだことが確認できた。このなかで，より厳密に福祉労働としてのケア労働に
該当したのが「保健 ･ 社会援助」と「それ以外の社会 ･ 個人サービス」で，この 2 業種の付属労働

（11）　「個人」の原語は “persona/e fisica/he” であり，一般的には「自然人」と訳され，法人（persona giuridica
（伊），legal/juristic person（英））の対義語であり，心身の実態を伴い個人としてその出生から死亡まで司法の完
全な権利能力を認められる人間を指す。イタリアにおいてこの権利保障に関して最上位の立法がイタリア共和国憲
法の 2 条と 3 条の基本的人権の保障に関するものである（Armani, 2001: 978）。しかしここでは便宜上「個人」と
する。
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者数はそれぞれ 30,535 人，70,515 人であり，合計すると 10 万人を超え，全体の 5.8％を占めた
（Anastasia, Bombelli, & Maschio, 2016:37）（表 1 参照）。
　このうち「保健 ･ 社会援助」領域では，発注者数と付属労働者数はそれぞれ全体の 2％未満で，
発注者 1 人当たりの労働者数は 3.8 人で平均的（全業種平均は 3.7 人）であり，バウチャー販売数
は全体の 3.1% であった。これに対して，労働者 1 人当たりのバウチャー数と発注者 1 人当たりの
バウチャー数はそれぞれ 89 と 342 で，これらはそれぞれ 51，186 という全業種平均値を大きく上
回った。
　同様に，「それ以外の社会 ･ 個人サービス」では，発注者数は「保健・社会援助」とほぼ同数で
7.9 千人で全体の 1.7%，バウチャー数は 386 万で全体の 4.4％，労働者 1 人当たりのバウチャー数
は平均的な 55 であったが，発注者 1 人当たりの労働者数は 9.0 と全体の平均値（3.7 人）を大幅に
上回っただけでなく，全業種中，唯一突出した数値となった。同様に発注者 1 人当たりのバウ
チャー数も 491 で全体平均 186 を大きく上回り，全業種中突出して高かった（Anastasia, Bombelli, 
& Maschio, 2016: 37）。
　このように，「保健 ･ 社会援助」と「それ以外の社会 ･ 個人サービス」の 2 つの福祉労働領域に
おける付属労働によるケア労働は，全業種の総労働者数や発注者数，そしてバウチャー販売数のな
かで特筆すべき存在とはなっていないが，発注者 1 人当たりのバウチャー利用数と付属労働者数に
焦点を当てると，これらはいずれも他業種より際立って高く，なかでも「それ（保健・社会援助）
以外の社会 ･ 個人サービス」では特にその傾向が顕著であることが明らかになった。
　現状では統計的な限界があり，さらに厳密な分析が必要とされるが，上記の結果は他業種と比較
して保健・社会援助といった福祉領域では，なかでも専門性がより低い領域においては，業種内で
の付属労働のプレゼンスが突出して高いことが明らかとなったといえる。
　そして，広義のケア労働として，「保健・社会援助」「それ以外の社会・個人サービス」に加え
て，「家族へのサービス」そして「個人」領域の少なからぬ部分が家事労働者であることを考慮し，
これらを総合して考慮すれば，付属労働制度の廃止前の 2015 年に，こうした広義のケア労働にお
ける付属労働利用は，その発注者，労働者，そしてバウチャー数のいずれにおいても，最低でも全
体の 1 割前後には相当し，看過できない水準に上っていたとみられることが明らかになった。

　おわりに―付属労働制度の廃止が意味するものとは？

　2003 年の制度創設当初，付属労働はごく一部の特に「不利な立場の者」による付属的，臨時的
な非営利活動を通じた社会包摂を目的とした。その厳格な適用範囲の諸制限は徐々に緩和され，
2012 年にあらゆる主体と職業分野を網羅しうる制度へと変容した。その結果，付属的な性質を有
する労働である点と，無申告（闇）労働対策という点を除き，制度創設当初の趣旨はほぼ完全に消
滅した。またこれとは対照的に，この間に付属労働に対する社会保障・労働保障の適用状況はほと
んど変化せず，バウチャーに含まれる年金と労災のみに留まった。
　2017 年 3 月，付属労働利用が急激に高まるさなかに，付属労働は政治色の濃い形で廃止が決定
された。それは，付属労働が「プレカリアートの新たなフロンティア」であるという懸念が一般世
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論となり，もたらされたといえるだろう。
　しかしながらこの付属労働制度の廃止は，街中のタバコ販売店でのバウチャーの販売開始により
利便性と購買件数がいずれも大きく高まり，発注者側による不正対策としてトレーサビリティーの
義務化により監視が強化されるという，まさに制度改善の矢先に，実証的な検証もほとんど進めら
れないまま決行された。しかも，廃止直後に成立した後続制度は相変わらず臨時労働に対するバウ
チャー制度であり，趣旨や内容に大きな変化はなく，実質的には個人家庭による家事・ケア労働と
それ以外の労働に二分し，後者の発注者側の適用範囲を大きく制限し負担を増加させ，タバコ販売
店でのバウチャー販売を廃止したものとなった。またこのように特に発注者側の利便性や利用可能
性が縮小した結果，2019 年初頭のバウチャーの利用規模は付属労働制度廃止直前の数年間の規模
と比較して大幅に減少している。
　この廃止は経済学者 Del Boca & Mundo（2017）が辛辣に批判しただけでなく，付属労働と後続
制度間での利用の移行実態を検証した Centra et al.（2018）と Anastasia ＆ Bombelli（2017）らも
また，後続制度におけるバウチャー利用の大幅な減少が，かつての付属労働制度の利用者をして無
申告（闇）労働に再帰させしむリスクを懸念した。
　加えて，付属労働制度廃止の直前の 2015 年には，付属労働者全体の過半数は現役の就業者（と
失業手当受給者）であり，これに年金受給の所得保障下にある者を加えると全体の 6 割を超え，さ
らに前年までは何らかの所得保障下にあった者を加えると全体の 8 割を超えたことが明らかになっ
ていた。すなわち少なくとも全体の 6 割以上の者にとって付属労働とは一般労働者としての主収入
と労働並びに生活保障を有したうえで，ごく付随的に補足する収入手段にすぎなかった可能性が極
めて高く，すなわち付属労働者であることが直ちに “労働者の尊厳を剝奪するプレカリアート化”
を意味しないことがある程度実証されていたともいえるだろう。
　従って，度重なる制度改正により大幅に適用範囲が拡大し，それに伴い付属労働利用も飛躍的に
増加していたさなかにあって，また付属労働のような単発的，臨時的な雇用とその管理，さらに一
連のデータの集積や分析を容易にするスマートフォン等の通信技術とギグエコノミーの急激な普及
のさなかにあって，一定の保障下にない全体の 4 割弱の付属労働者の収入や就労状況，社会保障の
状況等を精査し，制度の改善を続行することに増して，制度廃止と後続の疑似的制度の施行が “労
働者の尊厳” の維持に資したのかについては，極めて大きな疑念が残される。ただもちろん付属労
働制度がそうであったように，後続制度もまた今後の制度改革の動向によっては利用実態が大きく
変化する可能性も完全には否定できないだろう。
　ケア労働領域における付属労働制度の利用については，イタリアで主たる介護労働力を供給する
家事労働領域での利用は，当初付属労働全体のごく周辺的な水準を占めるに留まったものの，
2014-15 年の家事労働領域の付属労働利用の増加率は，すべての職業領域において突出して高かっ
た。この家事労働領域でのケア労働は，後続制度の「家族手帳」において，他領域よりも発注者側
の負担や適用制限が軽減されており，付属労働制度時の規模には及ばないものの，制度導入以来着
実に利用規模は増加しているようだ（Centra et al., 2018）。
　またイタリアでは，2000 年代半ば以降の「移民のいる家族モデル」として外国人家事労働者に
よるケア供給が周知のものとなってきたが，付属労働利用の浸透度という点でみれば，家事労働領
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域よりもむしろ，概して職業教育と資格取得を前提とするような「保健・社会援助」「それ以外の
社会・個人サービス」といった福祉労働領域内での付属労働利用のプレゼンスが特に高かったこと
が明らかになった。また結果として，こうした福祉労働に加えて家事労働や周辺領域も含めた広義
のケア労働という観点でみれば，そこでのバウチャー利用のあり方は実に多岐にわたるとみられる
ものの，全体として看過できない比重を占めていたことも明らかになった。
　付属労働制度廃止後，後続制度として「家族手帳」が創設されたことで，家事労働分野とそこに
含まれるケア労働はその他の業種から切り離された。とはいえ現状では「家族手帳」は，従前の付
属労働制度と同様，家庭内の再生産労働の重要性や特殊性，また福祉労働としての専門性や職業経
験への評価や配慮がない制度となっている。これとは対照的に，ベルギー，フランス，スイスは，
そうした制度的配慮を有し，ケア労働や家事労働に特化したバウチャー制度を有する（De Angelis 
& Marrone, 2017; 中力，2017）。実際，家事労働領域での付属労働制度のあり方を強く批判した家
事労働者の使用者組織 ASSINDAT-COLF の担当者は，家事労働領域での無申告労働対策として最
も有効なのは現行のイタリアのバウチャー制度のようなものではなく，使用者家庭に対する税控除
を有したバウチャー制度であり，このことはすでにフランスの経験で実証されていると主張した。
　また，ドイツのミニジョブ制度は，バウチャーこそ用いないが無申告（闇）労働対策として最小
限の社会・労働保障制度を伴う補助的，臨時的な雇用形態である（森，2020）。同様の制度であり
ながら上記ベルギー，フランス，スイスの 3 ヶ国のバウチャー制度のように家事やケア労働に必ず
しも限定されていないという点では，イタリアの付属労働制度とその後続制度により近似する存在
であろう。このドイツのミニジョブ制度における家事・ケア労働領域での利用実態について篠崎

（2019）は，実質的にはごく補助的な収入手段にしかなりえないため，ドイツ人（労働者）の利用
が 9 割を占め，それは主収入を得る配偶者がいる女性か学生等であろうと述べている。
　以上を総合すると，イタリアを含む欧州各国のバウチャー制度とドイツのミニジョブ制度は，い
ずれも基本的には社会包摂を狙う限定的な雇用対策であると同時に，無申告労働対策であるといえ
よう。このうち EU 域外国民と無申告労働比率が家事・ケア労働領域において特に高いイタリアに
ついては，将来的な課題として，当該領域におけるバウチャー制度が無申告労働対策としてどれだ
け制度的効果があるのか，さらなる検証が必要だろう。そして，付属労働の後続制度が二分された
ことで，それぞれに属するケア労働が果たして当該労働領域の申告労働化をもたらしているのか，
あるいは労働未満の労働化をもたらしているのか，という点の検証も必要となるだろう。
 （みやざき・りえ　市立大月短期大学経済科教授）　
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